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議第103号

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。

平成24年９月24日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例

　京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正

する。

　目次中「第22条」を「第22条の２」に改める。

　第22条の次に次の１条を加える。

（本市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格）

第22条の２　法第21条第３項に規定する条例で定める資格は，廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行規則第17条第１項に規定する資格とする。

　附則第３項から第５項までを削り，附則に次の２項を加える。

（関係省令の規定の引用に関する経過措置）

３　第22条の２の規定の適用に関する経過措置は，廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行規則（以下「関係省令」という。）及び関係省令の全部又

は一部を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

（検討）

４　本市は，第22条の２の規定において引用する関係省令の規定が改正され

たときは，速やかに，同条の規定の改正の要否を検討し，その結果に基づ

き，本市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。
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附 則

　この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

　本市が一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれ

る技術管理者の資格を定める等の必要があるので提案する。


